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9月定例会
のあらまし

決
算
審
査
特
別
委
員
会
を
９
月
24
日
か
ら
27
日
ま
で
と
10
月
４
日
に
開
催
し
、
審
査
を
行
い
、
原
案
ど
お
り
認
定
と
し
ま
し
た
。

本
会
議
最
終
日
の
10
月
15
日
に
委
員
長
の
報
告
の
と
お
り
全
会
計
を
認
定
し
ま
し
た
。

は全会計認定
令和５年度各会計の決算状況 単位：千円

会計別

国民健康保険特別会計
国民健康保険診療所特別会計
介護保険特別会計
　（保険事業勘定）
　（サービス事業勘定）
後期高齢者医療特別会計

一般会計

水道事業会計
　　収益的収支
　　資本的収支(注）1

歳　入
9,475,368
1,376,960
13,286

1,316,714
1,310,948
5,766
179,920

8,777,336
1,360,759
12,161

1,281,566
1,276,734
4,832
178,913

698,032
16,201
1,125
35,148
34,214
934
1,007

歳　出 差引額

379,232
253,720

285,209
453,194

94,023
△199,474

（注）１　不足する1億9,947万4千円は、損益勘定留保資金、前年度繰越利益剰余金、減債積立金
　　　　　当年度消費税及び消費税資本的収支調整額で補填されている。

公共下水道事業会計
　　収益的収支
　　資本的収支(注）2

866,299
266,385

693,889
637,915

172,410
△371,530

（注）２　不足する3億7,153万円は損益勘定留保資金、前年度繰越利益剰余金、減債積立金     
 　当年度未処分利益剰余金処分額及び当年度消費税及び地方消費税    
 　資本的収支調整額で補填されている。

〇建設事業　
　庁舎建設事業、佐々クリーンセンター基幹的設備改良事業、第５分団消防詰所新築工事
　北部体育館屋根外壁改修工事、佐々中学校のバリアフリー化や床改修工事
　市瀬第２団地（A棟）外壁改修工事、町道中央海岸線等の舗装補修工事
　橋梁長寿命化対策工事、町道赤崎線通学路緊急対策工事、江里川護岸整備工事など
〇物価高騰対策事業   
　公立学童クラブ食品費・町内保育園等副食費物価高騰対策支援事業、学校給食物価高騰対策事業
　学校給食費負担軽減事業（中学生無償化分）、畜産農家物価高騰対策支援事業
　肉用牛経営緊急支援事業、生活応援商品券事業、公共交通事業者持続化支援事業など

使 わ れ た 主 な 事 業

○
実
質
収
支
比
率
は
、
昨
年
度
よ
り
０
・
58
ポ
イ
ン
ト
減
少

し
た
が
財
政
収
支
の
均
衡
は
保
た
れ
て
い
る
。

○
基
金
は
、
老
朽
化
し
た
公
共
施
設
の
改
修
・
更
新
に
よ
り
、

基
金
が
減
少
予
測
さ
れ
る
た
め
、
計
画
的
、
効
率
的
な

基
金
運
営
が
求
め
ら
れ
る
。

○
令
和
５
年
度
か
ら
、町
税
な
ど
の
口
座
振
替
の
手
続
き
を
、

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
や
パ
ソ
コ
ン
に
て
申
し
込
み
で
き
る

W
Ｅ
Ｂ
口
座
振
替
が
導
入
さ
れ
た
。
今
後
も
、
納
税
者

等
の
利
便
性
向
上
に
努
め
ら
れ
た
い
。

○
令
和
５
年
度
も
地
方
公
会
計
財
務
書
類
を
作
成
し
、
財
政

の
透
明
性
を
図
る
取
り
組
み
を
さ
れ
て
い
る
。

　
　

今
後
も
、
財
務
書
類
等
か
ら
得
ら
れ
る
情
報
を
基
に
、

様
々
な
角
度
か
ら
分
析
を
行
い
、
予
算
編
成
や
資
産
管

理
に
活
用
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。

○
限
ら
れ
た
財
政
の
中
で
、
臨
時
的
な
財
政
支
出
に
も
耐
え

う
る
よ
う
「
選
択
と
集
中
」
の
観
点
か
ら
事
務
事
業
の

徹
底
し
た
見
直
し
を
行
い
、
適
切
に
基
金
を
確
保
さ
れ

持
続
可
能
な
行
財
政
運
営
を
推
進
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

○
今
後
、
人
口
減
少
や
少
子
高
齢
化
社
会
は
避
け
て
通
れ
な

い
こ
と
か
ら
、
令
和
４
年
度
に
開
設
さ
れ
た
多
世
代
包
括

支
援
セ
ン
タ
ー
を
中
心
に
、
様
々
な
世
代
が
つ
な
が
り
、

支
え
あ
う
町
づ
く
り
を
進
め
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
町
民

が
安
全
・
安
心
に
暮
ら
せ
る
よ
う
、
ま
た
将
来
に
わ
た
っ

て
持
続
可
能
な
町
づ
く
り
が
実
現
よ
う
に
、
今
後
も
職
員

が
一
丸
と
な
っ
て
取
り
組
ま
れ
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。

一
般
会
計

監
査
委
員
の
意
見



令和５年度決算
一般会計決算（普通会計）

佐々町議会だより　第152号（令和６年12月１日）３

町税
繰入金
分担金及び負担金
使用料及び手数料
財産収入
寄附金
繰越金
諸収入
町債
地方消費税交付金
地方譲与税
利子割交付金
配当割交付金
株式等譲渡所得割交付金
法人事業税交付金
環境性能割交付金
地方特例交付金
交通安全特別交付金
自動車取得税交付金
地方交付税
国庫支出金
県支出金
歳入合計

1,639,768
754,712

938,454

1,562,100
342,118

114,773

1,946,920
1,649,455
527,066
9,475,366

17.3％
8.0％

9.9％

16.5％
3.6％

1.2％

20.5％
17.4％
5.6％
100％

消費的経費
・人件費
・物件費
・維持補修費
・扶助費
・補助費等
投資的経費
・普通建設事業費
　　補助事業
　　単独事業
　　県営事業負担金
・災害復旧事業費
公債費
積立金
貸付金
繰出金
歳出合計

4,774,512
1,066,919
986,520
37,389

1,692,803
990,881
2,491,337
2,483,101
1,528,177
942,673
12,251
8,236
543,438
403,810
50,456
513,781
8,777,334

54.4％
12.2％
11.2％
0.4％
19.3％
11.3％
28.4％
28.3％
17.4％
10.8％
0.1％
0.1％
6.2％
4.6％
0.6％
5.8％
100％

94億7,536万6千円

87億7,733万4千円

町税17.3%

消費的経費54.4%投資的経費
28.4%

公債費
6.2%

積立金
4.6%

貸付金0.6% 繰出金5.8%

繰入金8.0%

町債16.5%

地方交付税
20.5%

国庫支出金
17.4%

県支出金
5.6%

地方消費税交付金
3.6%

法人事業税交付金ほか
1.2%

使用料及び
手数料ほか
9.9%

※普通会計とは、地方財政を比較・分析するため、総務省の定める基準で一般会計と特別会計（公営企業会計は除く）
を統合して、１つの会計としてまとめたものです。２ページの一般会計決算額と２千円のずれがあるのは、この統一
ルールに基づき作成されたためです。
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9月定例会
審議したこと

　

９
月
定
例
会
は
９
月
18
日
か
ら
10
月
15
日
ま
で
、決
算
審
査
を
挟
ん
で
28
日
間
の
会
期
で
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
34
議
案
が
上
程
さ
れ
、

全
議
案
と
も
可
決
さ
れ
ま
し
た
。
主
な
内
容
は
各
会
計
の
補
正
予
算
が
可
決
さ
れ
、
教
育
委
員
会
委
員
、
固
定
資
産
評
価
審
査
委
員

会
委
員
の
任
命
に
同
意
、
人
権
擁
護
委
員
の
推
薦
に
つ
い
て
適
任
と
認
め
決
定
し
ま
し
た
。
ま
た
、
新
庁
舎
建
設
を
め
ぐ
っ
て
議
論

が
あ
り
、
工
期
延
長
な
ど
を
内
容
と
す
る
工
事
請
負
変
更
契
約
を
承
認
す
る
と
共
に
、
附
帯
決
議
を
議
決
し
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
新

庁
舎
建
設
に
関
す
る
調
査
特
別
委
員
会
の
廃
止
が
議
決
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
他
、
意
見
書
１
件
が
提
出
さ
れ
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

　

令
和
５
年
度
の
決
算
認
定
に
つ
い
て
は
、
前
述
の
通
り
い
ず
れ
も
認
定
と
な
り
ま
し
た
。

可決された主な条例など
１．佐々町羽ばたけ若者人材育成奨学基金条例制定の件
　町内出身者からの寄附金を受け、従来の奨学資金貸付基金を廃止して、
30万円の給付型奨学金を７名分に充てる。
２．鍼灸治療費の助成に関する条例の一部改正
３．国民健康保険条例の一部改正
　上記２、３は、本年12月から現行保険証が廃止されることに伴う条例
の読み替え及び、手続きに関する条例。
４．し尿等前処理施設条例制定の件
　し尿等前処理施設が完成し、11月１日から運用されることに伴う設置
条例

補正予算　全議案を可決

会 計 区 分 補正前の額 補 正 額 補正後の額
単位：千円

一般会計（第２・３号）

特別会計

　国民健康保険（第１号）

　介護保険（第１号）

　後期高齢者医療（第１号）

　国民健康保険診療所（第１号）

水道事業会計（第１号）

公共下水道事業会計（第２号）

全会計合計

9,262,097

2,988,316

1,384,573

1,383,460

207,419

12,864

945,855

1,621,622

14,817,890

361,546

47,387

9,929

35,759

1,136

563

0

△ 3,300

405,633

8,900,551

2,940,929

1,374,644

1,347,701

206,283

12,301

945,855

1,624,922

14,412,257

１．一般会計補正予算（第２号）
①普通交付税の交付決定に伴う追加補正、令和５年度決算剰余金の計上、
過年度分の国県支出金の追加交付及び返還金の計上、人事異動に伴う
人件費の計上、基金繰入金及び基金積立金の計上など。

②土地開発基金の繰り戻しを計上。残高は1億9,620万円となる。

③羽ばたけ若者人材育成奨学基金条例制定に伴う、積立金2,100万円（う
ち寄附金1,000万円）を計上。

④新型コロナワクチン価格上昇に伴い、接種費用を追加計上。

２．国民健康保険特別会計（第１号）
○マイナ保険証への移行にかかるシステム変更費用、パンフレット代な
どを計上。基金積み立て810万1,000円を計上。

３．介護保険特別会計（第１号）
○決算に伴う基金積み立て約2,000万円を計上。残高9,235万円。

補正予算の概要について（主なもの）



１
．
工
期
延
長
に
伴
う
工
事

請
負
契
約
の
変
更
に
つ
い
て

　

予
定
工
期
が
大
幅
に
遅
れ

て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
そ

の
原
因
と
責
任
の
所
在
、
中

間
支
払
の
是
非
を
め
ぐ
っ
て

質
疑
が
行
わ
れ
た
。

２
．
工
事
請
負
契
約
更
新
に

つ
い
て
は
、
付
帯
決
議
を
つ

け
て
承
認
し
た
。

３
．
新
庁
舎
建
設
に
関
す
る

調
査
特
別
委
員
会
の
廃
止
に

つ
い
て

○
委
員
長
か
ら
辞
任
願
い
が

出
さ
れ
、
承
認
さ
れ
た
。
つ

い
で
、
全
委
員
か
ら
辞
任
の

申
出
が
あ
り
許
可
さ
れ
た
。

○
委
員
会
の
存
続
が
困
難
な

こ
と
か
ら
、
廃
止
の
提
案
が

あ
り
、
可
決
さ
れ
た
。
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　本議案は、令和６年９月定例会において佐々町新庁舎建設工事の契約工期を変更した
が、工期が変更になることが明らかになった以降も、議会に議案を提出することなく、
漫然と工事を進め、工期が間近になってはじめて議案を提出してきたものである。
　令和６年７月２日の新庁舎建設に関する調査特別委員会で、遅れの原因が施工業者な
のか、設計に起因したものか、監理業者の監理に起因したものなのか指摘したばかりで
ある。
　今後このようなことが起きないよう、次の点について適切な措置を講じることを強く
求める。

記

　１．再発防止のため、施工監理業務委託及び本工事契約変更の手続きの抜本的な再
チェックを行うこと。

　２．「請負契約工事設計変更基準」等、工事関係規程の法令遵守について、関係職員
に徹底を図ること。

　３．新庁舎建設に関する調査特別委員会で指摘した変更の原因を明らかにすること。

　　以上決議する。
　　　令和６年10月３日

佐々町議会

「議案第７３号　工事請負変更契約締結の件
（令和４年度　佐々町新庁舎建設工事）」に対する附帯決議

◉
教
育
委
員
会
委
員
の
任
命

　
　
　
　

新
任　

金　

澤　

淳　

子　

さ
ん　
　
　

　
　

（
任
期
）
令
和
６
年
10
月
１
日
〜
４
年
間

◉
固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
会
委
員
の
選
任

　
　
　
　

新
任　

福　

田　

敏　

幸　

さ
ん

　
　

（
任
期
）
令
和
６
年
10
月
２
日
〜
３
年
間

◉
人
権
擁
護
委
員
の
推
薦
に
つ
い
て

　

令
和
６
年
12
月
31
日
で
任
期
満
了
と
な
る
人
権
擁
護
委
員

に
つ
い
て
、
候
補
者
と
し
て
以
下
の
３
人
の
方
を
適
任
と
し

た
。

　
　
　
　

再
任　

小
佐
　々

慎　

二　

さ
ん

　
　
　
　

再
任　

玉　

置　

義　

則　

さ
ん

　
　
　
　

新
任　

松　

田　

ミ
ツ
エ　

さ
ん

（
任
期
）
令
和
７
年
１
月
１
日
〜
３
年
間

人
　
事
　
案
　
件

庁
舎
建
設
を

　
　
め
ぐ
る
動
き
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採 択 し た 意 見 書

記

１．社会保障の充実、地域活性化、ＤＸ化、脱炭素化、物価高騰対策、防災・減災、地域公
共交通の再構築など、増大する地方公共団体の財政需要を的確に把握するとともに、そ
れを支える人件費を重視しつつ、現行の水準にとどまらない、より積極的な地方財源の
確保・充実をはかること。

２．とりわけ、子育て対策、地域医療の確保、介護や生活困窮者の自立支援など、より高ま
りつつある社会保障ニーズが自治体の一般行政経費を圧迫していることから、引き続き、
地方単独事業分も含めた、十分な社会保障経費の拡充をはかること。とくに、これらの
分野を支える人材確保にむけた自治体の取り組みを十分に支える財政措置を講じること。

３．地方交付税の法定率を引き上げるなどし、臨時財政対策債に頼らない、より自律的な地
方財政の確立に取り組むこと。また、地域間の財源偏在性の是正にむけては、所得税や
偏在性がより小さい消費税を対象に国税から地方税への税源移譲を行うなど、より抜本
的な改善を行うこと。

４．政府が減税政策を行う場合、地方財政に影響が出ないよう、その財源は必ず保障するこ
と。その際は、「国と地方の協議の場」を活用するなどし、特段の配慮を行うこと。

５．「地方創生推進費」として確保されている１兆円については、現行の財政需要において
不可欠な規模となっていることから、恒久的財源としてより明確に位置付けること。ま
た、その一部において導入されている行革努力や取組の成果に応じた算定方法は、標準
的な行政水準を保障するという地方交付税制度の趣旨に反することから、今後採用しな
いこと。

６．会計年度任用職員においては2024年度から勤勉手当の支給が可能となったものの、今後
も当該職員の処遇改善や雇用確保が求められることから、引き続き、その財政需要を十
分に満たすこと。

７．特別交付税の配分にあたり、諸手当等の支給水準が国の基準を超えている自治体に対し
て、その取り扱いを理由とした特別交付税の減額措置を行わないこと。

８．自治体業務システムの標準化・共通化にむけては、その移行に係る経費と、移行の影響
を受けるシステムの改修経費まで含め、デジタル基盤改革支援補助金を拡充するなど、
引き続き必要な財源を保障すること。また、戸籍等への記載事項における「氏名の振り
仮名」の追加など、DX化にともない地方においてシステム改修や事務負担の増大が想定
される際は、十分な財政支援を行うこと。

９．地域の活性化にむけて、その存在意義が改めて重視されている地域公共交通について、
公共交通専任担当者の確保を支援するとともに、こども・子育て政策と同様、普通交付
税の個別算定項目に位置付け、一層の施策充実をはかること。

10．人口減少に直面する小規模自治体を支援するため、段階補正を拡充するなど、地方交付
税の財源保障機能・財政調整機能の強化をはかること。

　　以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出する。

2024年9月20日　　長崎県佐々町議会

地方財政の充実・強化に関する意見書

※上記意見書は、衆参院議長、内閣総理大臣および関係各大臣宛に９月24日送付しました。



②
佐
々
町
羽
ば
た
け
若
者
人

材
育
成
奨
学
基
金
条
例

（
仮
称
）
の
制
定
に
つ
い
て

（
教
育
委
員
会
）

　
　

佐
々
町
奨
学
資
金
貸
付

金
は
、
近
年
利
用
実
績
が

な
い
状
況
で
当
該
基
金
の

廃
止
を
検
討
し
て
い
た
と

こ
ろ
、
佐
々
町
出
身
の
方

か
ら
「
経
済
的
に
困
窮
し

て
い
る
方
に
対
し
て
の
奨

学
金
と
し
て
、
羽
ば
た
け

若
者
人
材
育
成
奨
学
金

（
経
済
支
援
型
）
に
活
用

し
て
ほ
し
い
」
と
の
意
向

で
、
１
千
万
円
の
寄
附
を

受
け
た
。
既
存
の
奨
学
資

金
貸
付
金
を
廃
止
し
、
羽

ば
た
け
若
者
人
材
育
成
奨

学
基
金
を
新
た
に
創
設
し

運
用
し
て
い
き
た
い
。

佐
々
町
奨
学
資
金
貸
付
基

金
条
例
及
び
佐
々
町
奨
学

資
金
貸
付
条
例
を
廃
止
し
、

８
月
19
日
（
月
）

【
所
管
事
務
調
査
】

〇
条
例
等
に
つ
い
て

①「
佐
々
町
し
尿
等
前
処
理
施

設
条
例
の
制
定
に
つ
い
て
」

（
水
道
課
）

　
　

下
水
道
の
浄
化
管
理
セ

ン
タ
ー
や
終
末
処
理
場
等

は
「
法
律
に
特
別
な
定
め

が
あ
る
施
設
」
と
し
て
、

下
水
道
法
に
位
置
づ
け
ら

れ
る
施
設
で
あ
る
。
し
尿

等
前
処
理
施
設
に
つ
い
て

は
、県
と
協
議
を
し
た
結
果
、

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃

に
関
す
る
法
律
に
定
め
る

一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
と

し
て
整
理
し
た
。こ
の
た
め
、

地
方
自
治
法
に
定
め
る
規

定
に
よ
り
、
設
置
条
例
が

必
要
と
判
断
し
た
。

産
業
建
設
文
教
委
員
会

委

員

会

報

告

同
基
金
の
残
高
と
寄
附
を

合
わ
せ
た
金
額
を
原
資
と

し
て
、
新
た
に
佐
々
町
羽

ば
た
け
若
者
人
材
育
成
奨

学
基
金
条
例
（
仮
称
）
を

制
定
し
、
９
月
議
会
に
提

案
し
た
い
と
の
説
明
。

③
附
属
機
関
の
設
置
に
関
す

る
条
例
の
一
部
改
正
に
つ

い
て
（
教
育
委
員
会
）

　
　

佐
々
町
羽
ば
た
け
若
者

人
材
育
成
奨
学
基
金
条
例

の
設
置
に
伴
い
、
附
属
機

関
を
設
置
す
る
も
の
。

【
そ
の
他
報
告
】

①
水
道
事
業
会
計　

財
政
収

支
見
通
し
に
つ
い
て
（
〜

R
20
）（
水
道
課
）

　
　

令
和
20
年
度
ま
で
の
水

道
事
業
会
計
財
政
収
支
見

通
し
は
、
令
和
５
年
度
決

算
を
踏
ま
え
、
赤
字
予
測

の
傾
向
で
あ
る
。

②
公
共
下
水
道
事
業
会
計　

財
政
収
支
見
通
し
及
び
一

般
会
計
負
担
見
通
し
に
つ

い
て（
〜
R
20
）（
水
道
課
）

　
　

下
水
道
事
業
に
お
い
て

も
、
料
金
改
定
等
に
つ
い

て
、
上
水
道
事
業
と
一
緒

に
判
断
を
し
て
い
く
必
要

が
あ
る
。

③
H
P
上
で
の
水
道
申
込
等

ペ
ー
ジ
開
設
に
つ
い
て

（
水
道
課
）

　
　

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
水

道
の
使
用
開
始
と
中
止
、
口

座
振
替
利
用
申
込
書
の
送
付

の
申
し
込
み
を
行
え
る
よ
う

に
し
、
７
月
８
日
か
ら
運
用

を
開
始
し
て
い
る
。

④
佐
々
町
奨
学
資
金
貸
付
金

の
不
納
欠
損
に
つ
い
て

（
教
育
委
員
会
）

　
　

高
等
学
校
の
奨
学
金
を

貸
し
付
け
て
お
り
、
貸
付

総
額
が
32
万
４
千
円
。
未

償
還
額
が
21
万
９
千
円
。

７
月
31
日
に
未
償
還
額
を

不
納
欠
損
と
し
て
処
理
し

た
。（
時
効
10
年
）

⑤
部
活
動
の
地
域
移
行
に
つ

い
て
（
教
育
委
員
会
）

　
　

国
は
、
部
活
動
地
域
移

行
に
つ
い
て
、
令
和
５
年

度
か
ら
令
和
７
年
度
ま
で

の
３
年
間
を
改
革
集
中
期

間
と
し
て
、
令
和
８
年
度

か
ら
の
休
日
の
部
活
動
移

行
を
目
指
し
て
い
る
。

佐
々
町
と
し
て
は
、
令
和

５
年
度
に
部
活
動
の
在
り

方
検
討
委
員
会
を
立
ち
上

げ
、
計
３
回
委
員
会
を
開

催
。

⑥
皿
山
直
売
所
に
つ
い
て

（
農
林
水
産
課
）

　
　

令
和
６
年
３
月
末
に
皿

山
直
売
所
は
閉
店
。
そ
の

後
、
皿
山
直
売
所
再
生
協

議
会
に
て
協
議
し
、
事
業

者
を
募
集
し
た
結
果
、
町

内
か
ら
２
社
、
町
外
か
ら

２
社
、
合
計
４
社
の
応
募

が
あ
り
、
佐
々
町
の
有
限

会
社
ス
エ
オ
カ
に
決
定
。

⑦
６
年
災
農
地
等
災
害
復
旧

工
事
に
つ
い
て
（
農
林
水

産
課
）

　
　

令
和
６
年
６
月
20
日
か

ら
21
日
ま
で
の
間
に
、
梅

雨
前
線
豪
雨
で
農
地
が
２

件
と
施
設
が
１
件
の
３
件

被
災
が
あ
っ
た
。

⑧「
佐
々
駅
舎
テ
ナ
ン
ト
室
」

入
居
事
業
者
の
募
集
に
つ

い
て
（
企
画
商
工
課
）

　
　

募
集
期
間
を
７
月
16
日

か
ら
９
月
20
日
ま
で
の
約

70
日
間
と
し
、
期
間
内
に

応
募
が
な
い
場
合
は
、
改

め
て
募
集
期
間
を
延
長
。

11
月
の
初
旬
に
は
入
居
事

業
者
の
方
と
の
契
約
を
締

結
し
た
い
と
の
説
明
。

⑨「
ポ
ケ
ふ
た
」
の
設
置
に

つ
い
て
（
企
画
商
工
課
）

　
　
「
ポ
ケ
ふ
た
」
と
は
「
ポ

ケ
ッ
ト
モ
ン
ス
タ
ー
」
の

キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
が
デ
ザ
イ

ン
さ
れ
た
マ
ン
ホ
ー
ル
の

こ
と
で
、
そ
の
土
地
の
観

光
振
興
を
目
的
し
て
ポ
ケ

モ
ン
社
か
ら
無
料
で
寄
贈

さ
れ
る
も
の
。
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７
月
２
日
（
火
）　

【
特
別
委
員
会
調
査
】

○
新
庁
舎
建
設
に
関
す
る
調

査
に
つ
い
て

①
現
地
調
査
に
つ
い
て　
　

　
　

建
設
現
場
に
お
い
て
、

遠
藤
建
築
研
究
所
（
監
理
）、

谷
川
・
大
成
Ｊ
Ｖ（
施
工
）

か
ら
説
明

②
現
在
の
進
捗
状
況
に
つ
い
て

　
　

10
月
４
日
完
成
予
定
。

現
在
45
日
の
遅
れ
で
あ
る
が

誠
意
努
力
を
求
め
て
い
る
。

　
　

各
委
員
か
ら
の
意
見
を

設
計
者
、
監
理
者
と
協
議

を
し
な
が
ら
、
費
用
・
手

間
・
時
間
も
含
め
検
討
し
、

今
後
報
告
を
お
こ
な
う
。

※
委
員
長
よ
り
総
括

　
　

金
額
ベ
ー
ス
32
％
ほ
ど

で
、
日
数
の
遅
れ
は
45
日

ほ
ど
、
初
め
て
日
数
遅
れ

の
報
告
が
あ
っ
た
。
工
事

遅
延
の
詳
細
説
明
も
な
い
。

早
急
に
調
査
し
特
別
委
員

会
で
の
説
明
を
求
め
る
。

○
そ
の
他

　
　

国
道
側
（
公
民
館
）
か

ら
役
場
ま
で
の
歩
行
者
通

路
確
保
は
難
し
く
、
引
き

渡
し
後
の
対
応
に
な
る
。

９
月
９
日
（
月
）

【
特
別
委
員
会
調
査
】

○
新
庁
舎
建
設
に
関
す
る
調

査
に
つ
い
て

①
現
在
の
進
捗
状
況
に
つ
い
て

　
　

令
和
６
年
８
月
末
現
在

　
　

予
定
96・66
％ 

↓ 

実
績

64・92
％　
（
31・74
％
の
遅

れ
）

Ｑ
．
工
事
遅
延
に
つ
い
て
の

庁
舎
建
設
室
の
見
解
は
？

Ａ
．
町
の
断
熱
材
の
決
定
や

手
す
り
の
仕
様
変
更
が
工

期
に
大
き
く
影
響
し
た
。

（
庁
舎
建
設
室
長
）

Ｑ
．
原
因
は
町
に
あ
る
と
い

う
決
定
判
断
な
の
か
？

Ａ
．８
月
７
日
に
遠
藤
設
計
、

谷
川
・
大
成
Ｊ
Ｖ
、
佐
々

町
の
三
者
で
協
議
を
し
た
。

監
理
、
施
工
か
ら
は
、
遅

延
に
対
し
て
の
主
張
が

あ
っ
た
。
こ
の
時
に
12
月

27
日
完
成
予
定
と
の
話
が

あ
っ
た
。（
町
長
）

　
【
こ
の
質
問
に
、
町
と
し

て
の
具
体
的
に
何
が
原
因

か
の
説
明
は
な
か
っ
た
。】

Ｑ
．
町
当
局
の
見
解
は
如
何

に
？

Ａ
．
我
々
に
も
責
任
は
あ
る

と
思
っ
て
い
る
。
庁
舎
建

設
室
に
三
者
協
議
で
話
を

し
っ
か
り
と
す
る
よ
う
に

言
っ
て
い
る
が
そ
う
な
っ

て
い
な
い
。（
町
長
）

Ｑ
．
現
時
点
で
は
何
日
遅
れ

か
？

Ａ
．現
時
点
で
は
80
日
遅
れ
。

（
庁
舎
建
設
室
長
）

Ｑ
．
最
終
的
な
予
算
は
27
億

９
千
万
円
な
の
か
？

Ａ
．
全
体
事
業
費
の
中
で
で

き
る
よ
う
に
努
力
し
ま
す
。

（
町
長
）

Ｑ
．
施
工
監
理
業
務
委
託
契

約
の
際
の
見
解
書
に
つ
い

て
、
設
計
変
更
修
正
業
務

追
加
条
件
（
無
償
）、
承

認
反
故
等
の
記
載
が
あ
る

が
、
契
約
書
は
如
何
に
？

Ａ
．
業
務
委
託
契
約
は
一
般

的
な
契
約
書
で
記
載
は
な

い
。（
庁
舎
建
設
室
長
）

Ｑ
．
プ
ロ
セ
ス
を
含
め
判
断

は
誰
が
お
こ
な
っ
た
の
か
？

Ａ
．
懸
念
項
目
等
に
つ
い
て

は
、
庁
舎
建
設
室
長
、
当

時
の
総
務
理
事
で
協
議
し
、

そ
の
方
向
で
進
め
た
い
と

い
う
話
を
し
た
。

　
（
庁
舎
建
設
室
長
）

Ｑ
．
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
で
あ

る
。
当
時
の
総
務
理
事（
現

庁
舎
建
設
室
長
）
の
判
断

で
特
別
職
は
知
ら
な
か
っ

た
の
か
？

Ａ
．
２
月
時
点
で
の
判
断
は

私
が
や
っ
て
い
る
。
文
書

は
残
っ
て
い
な
い
。

　
（
庁
舎
建
設
室
長
）

Ｑ
．
工
事
遅
延
の
原
因
に
つ

い
て
、
設
計
・
施
工
者
の

見
解
は
み
え
た
が
、
原
因

に
よ
っ
て
は
損
害
金
や
違

約
金
な
ど
の
取
り
扱
い
に

つ
い
て
発
生
す
る
こ
と
に

な
る
。
町
の
見
解
は
如
何

に
？

Ａ
．
庁
舎
建
設
室
も
遅
延
理

由
の
原
因
の
ひ
と
つ
。
遠

藤
建
築
研
究
所
の
監
理
に

つ
い
て
人
員
体
制
が
十
分

で
な
い
た
め
施
工
図
の
承

認
が
遅
れ
た
。
お
詫
び
を

さ
せ
て
い
た
だ
き
反
省
す

る
と
こ
ろ
。
あ
わ
せ
て
工

期
の
延
長
を
お
願
い
し
た
い
。

※
委
員
長
よ
り
総
括

　
　

内
容
に
つ
い
て
の
確
認
、

工
事
遅
延
の
原
因
究
明
ま
で

は
本
委
員
会
で
は
至
ら
ず
。

　
　

当
該
会
社
か
ら
の
見
解

書
に
つ
い
て
は
、
当
該
会

社
の
見
解
で
あ
り
委
員
会

と
し
て
は
疑
義
あ
り
。

　
　

施
工
者
の
見
解
を
含

め
た
「
町
独
自
」
の
見

解
書
の
提
出
を
求
め
た
。

　
　

各
委
員
の
意
見
の
中
で

特
別
委
員
会
と
し
て
は
、

安
全
施
工
、
品
質
確
保
の

観
点
か
ら
、
施
工
に
無
理

の
な
い
工
期
設
定
を
し
、

特
別
委
員
会
に
提
案
す
る

こ
と
を
求
め
た
。
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新
庁
舎
建
設
特
別
委
員
会



総
務
厚
生
委
員
会

①
歳
入
の
推
計

・
地
方
税
は
、
大
幅
な
増
額

は
望
め
な
い
。

・
地
方
交
付
税
は
、
令
和
５

年
度
、
６
年
度
で
は
19
億

円
ぐ
ら
い
、
令
和
10
年
度

で
18
億
７
，
２
０
０
万
円

で
大
幅
な
増
額
は
望
め
な

い
。

・
一
般
財
源
の
合
計
と
し
て

は
、
令
和
５
年
度
で
40
億

７
，
７
０
０
万
円
が
令
和

10
年
度
で
は
40
億
９
，
０

０
０
万
円
で
大
幅
な
増
額

は
望
め
な
い
。

②
歳
出
の
推
計

・
人
件
費
は
、
給
与
改
定
を

見
込
み
、
再
任
用
、
定
年

延
長
を
見
込
み
推
計
。

　
　

令
和
６
年
度
か
ら
会
計

年
度
任
用
職
員
の
勤
勉
手

当
を
計
上
し
て
い
る
。
令

和
５
年
度
決
算
で
10
億
６
，

７
０
０
万
円
で
あ
っ
た
。

　
　

令
和
10
年
度
で
は
12
億

８
，
０
０
０
万
円
程
度
。

・
扶
助
費
は
、
年
々
右
肩
上

が
り
で
令
和
10
年
度
で
18

億
２
，
９
０
０
万
円
程
度

ま
で
伸
び
て
い
く
。

・
公
債
費
は
、
令
和
５
年
度

で
33
億
３
０
０
万
円
が
令

和
10
年
度
で
は
38
億
４
，

９
０
０
万
円
で
、
５
億
円

程
度
伸
び
て
い
く
。

・
任
意
的
経
費
（
物
件
費
）

は
、
令
和
７
年
度
以
降
は

令
和
６
年
度
予
算
か
ら
特

殊
要
因
を
除
き
、
通
年
ベ

ー
ス
で
令
和
５
年
度
執
行

率
を
乗
じ
て
９
億
９
，
３

０
０
万
円
程
度
。

・
任
意
的
経
費
（
補
助
費

等
）
は
、
令
和
７
年
度
以

降
は
令
和
６
年
度
通
年
ベ

ー
ス
で
令
和
５
年
度
執
行

率
を
乗
じ
て
８
億
７
，
０

０
０
万
円
程
度
。

・
投
資
的
経
費
は
、
令
和
６

年
度
で
は
３
９
億
６
，
５

０
０
万
円
で
前
年
度
か
ら

の
繰
越
分
を
加
算
し
て
い

る
。

③
地
方
債
現
在
高
と
積
立
金

現
在
高
の
推
移

・
地
方
債
は
、
令
和
５
年
度

末
で
56
億
２
０
０
万
円
の

現
在
高
で
あ
っ
た
も
の
が
、

令
和
10
年
度
で
は
80
億
１
，

８
０
０
万
円
で
、
１
・
４

倍
と
な
る
。
（
庁
舎
建
設
、

ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー
等
の

大
型
事
業
の
影
響
）

・
積
立
金
現
在
高
は
、
５
年

後
で
は
現
在
の
47
％
程
度

ま
で
減
少
。
（
庁
舎
建
設
、

ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー
等
の

大
型
事
業
の
影
響
）

④
公
債
費
と
町
債
残
高
の
推
移

・
公
債
費
（
起
債
の
償
還
と

元
利
償
還
金
）
は
、
令
和

11
年
度
が
ピ
ー
ク
で
７
億

４
，
７
４
７
億
万
円
程
度
。

　
　

公
債
費
の
単
年
度
一
般

財
源
は
、
令
和
11
年
度
が

ピ
ー
ク
で
６
億
９
，
０
９

４
万
円
程
度
。

・
町
債
の
残
高
は
、
令
和
10

年
度
が
ピ
ー
ク
で
80
億
１
，

７
７
６
万
円
程
度
。

⑤
町
税
の
推
移

・
町
民
税
は
、
令
和
６
年
度

の
定
額
減
税
の
影
響
を
除

い
た
形
で
見
込
み
計
上
。

令
和
６
年
度
は
７
億
２
，

４
０
０
万
円
で
、
令
和
10

年
度
で
は
８
億
５
，
９
０

０
万
円
と
、
年
々
増
加
傾

向
で
伸
び
て
い
く
と
見
込

ん
で
い
る
。

・
固
定
資
産
税
は
、
令
和
６

年
度
以
降
、
７
億
円
程
度

で
推
移
し
、
今
後
大
き
く

は
伸
び
て
い
か
な
い
と
見

込
ん
で
い
る
。

・
軽
自
動
車
税
は
、
現
在
ま

で
の
伸
び
の
状
況
を
勘
案

し
、
収
納
率
99
・
４
％
と

見
込
ん
で
計
上
。
令
和
６

年
度
は
５
，
８
０
０
万
円

で
、
令
和
10
年
度
で
は
６
，

２
０
０
万
円
と
、
若
干
伸

び
て
い
く
と
見
込
ん
で
い

る
。

・
た
ば
こ
税
は
、
現
在
ま
で

の
伸
び
の
状
況
を
勘
案
し

て
計
上
。
令
和
６
年
度
は

１
億
２
，
８
０
０
万
円
、

令
和
10
年
度
で
は
１
億
２
，

０
０
０
万
円
と
、
若
干
減

少
し
て
い
く
と
見
込
ん
で

い
る
。

⑥
普
通
交
付
税
の
推
移

・
普
通
交
付
税
は
、
令
和
６

年
度
で
は
18
億
５
３
３
万

円
程
度
、
令
和
10
年
度
で

17
億
７
，
４
４
０
万
円
程

度
。

《
中
期
財
政
見
通
し
》

（
令
和
６
年
度
か
ら
令
和
10
年
度
）

　

平
成
21
年
４
月
住
民
発
議
で
「
佐
世
保
市
・
佐
々

町
」
法
定
合
併
協
議
会
の
設
置
の
是
非
を
問
う
住
民

投
票
が
実
施
さ
れ
、
反
対
が
過
半
数
と
な
っ
た
。
単

独
町
政
の
継
続
を
選
択
し
た
。
以
後
15
年
が
経
過
し

よ
う
と
し
て
い
る
。

　

将
来
世
代
へ
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
町
と
な
る
よ
う

今
一
度
財
政
を
考
え
て
み
よ
う
。

財 

政 

を 

考 

え 

る

８
月
20
日
（
火
）

【
所
管
事
務
調
査
】

〇
国
民
健
康
保
険
証
の
廃
止

①
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
と

被
保
険
者
証
の
原
則
一
体

化
に
基
づ
き
、
従
来
の
被

保
険
者
証
は
令
和
６
年
12

月
２
日
に
廃
止
さ
れ
る
。

②
有
効
期
限
が
過
ぎ
た
後
は

・
マ
イ
ナ
保
険
証
を
持
っ
た

方
…
令
和
７
年
７
月
31
日

を
迎
え
る
前
に
「
資
格
情

報
の
お
知
ら
せ
」
を
送
付

予
定

・
マ
イ
ナ
保
険
証
を
持
た
な

い
方
…
令
和
７
年
７
月
31

日
を
迎
え
る
前
に
「
資
格

確
認
書
」
を
送
付
予
定
。

　
　

提
示
す
る
こ
と
で
引
き

続
き
、
受
診
で
き
る
。

〇
福
祉
医
療
費
の
支
給
の
制
限

①
国
の
児
童
扶
養
手
当
法
施

行
令
等
改
正
に
伴
い
、
本

町
条
例
の
所
得
制
限
限
度

額
引
上
げ
、
及
び
加
算
額

も
国
と
同
額
と
し
た
。

②
施
行
日
は
、
令
和
６
年
11

月
１
日
か
ら

佐々町議会だより　第152号（令和６年12月１日）９
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歳　　出 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度

中長期財政見通しの推計

歳　　入 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度
16億5,300万円
4億7,700万円
17億5,800万円

6,800万円
39億5,600万円
19億4,700万円
5億6,200万円
7億6,900万円
7億9,000万円
80億2,300万円

16億4,000万円
4億5,700万円
19億4,700万円

3,300万円
40億7,700万円
21億7,700万円
7億5,500万円
15億2,900万円
9億3,800万円
94億7,500万円

16億1,300万円
5億1,700万円
19億300万円
1,500万円

40億4,800万円
21億4,800万円
6億6,600万円
25億6,300万円
11億2,700万円
105億5,200万円

16億9,400万円
4億5,500万円
18億9,200万円
1,500万円

40億5,600万円
16億5,500万円
5億2,400万円
4億200万円
6億3,300万円
72億6,900万円

17億2,800万円
4億5,500万円
18億2,100万円
1,500万円

40億1,900万円
16億500万円
4億6,600万円
4億6,800万円
5億8,000万円
71億3,600万円

17億3,400万円
4億5,500万円
18億5,000万円
1,500万円

40億5,400万円
17億100万円
7億2,600万円
7億7,100万円
5億7,800万円
78億3,000万円

17億4,800万円
4億5,500万円
18億7,200万円

1,500万円
40億9000万円
17億6,400万円
9億300万円
9億6,100万円
5億7,900万円
82億9,600万円

10億6,000万円
15億2,100万円
5億3,000万円
31億1,100万円
10億800万円
10億3,700万円
3億9,900万円
4億6,900万円
8,800万円

30億100万円
14億3,700万円
75億4,800万円

10億6,700万円
16億9,300万円
5億4,300万円
33億300万円
9億8,700万円
9億9,100万円
4億400万円
5億1,400万円
8,800万円

29億8,400万円
24億9,100万円
87億7,700万円

11億7,900万円
17億800万円
5億2,900万円
34億1,600万円
11億7,000万円
9億7,500万円
2億1,200万円
5億2,400万円
8,600万円

29億6,700万円
39億6,500万円
103億4,700万円

12億4,100万円
17億円

5億5,200万円
34億9,300万円
9億9,200万円
9億2,700万円
1億5,900万円
5億4,000万円
8,600万円

27億400万円
9億2,100万円
71億1,900万円

12億4,800万円
17億2,300万円
5億5,200万円
35億2,300万円
9億9,300万円
8億7,400万円
1億3,200万円
5億5,200万円
8,600万円

26億3,700万円
8億2,600万円
69億8,600万円

12億6,300万円
17億6,800万円
6億5,200万円
36億8,300万円
9億9,200万円
8億5,100万円
1億3,100万円
5億6,700万円
8,600万円

26億2,700万円
13億6,900万円
76億8,000万円

12億8,000万円
18億2,900万円
7億4,000万円
38億4,900万円
9億9,300万円
8億3,600万円
1億3,200万円
5億8,200万円
8,600万円

26億2,900万円
16億6,900万円
81億4,700万円

①地方税
②地方譲与税・交付金
③地方交付税
④臨時財政対策債
一般財源計（①～④）
国県支出金
繰入金
地方債
その他
　   　合　　計

①人件費
②扶助費
③公債費
義務的経費計（①～③）
④物件費
⑤補助費等
⑥積立金
⑦繰出金
⑧その他
任意的経費計（④～⑧）
投資的経費
　   　合　　計

収支（歳入－歳出）

地方債現在高
積立金現在高

（臨時財政対策債を除く）

　※令和5年度以降は繰入金が大幅に増加し、非常に厳しい財政運営の見込み

※単位未満四捨五入のため合計が合わない場合あり

45億7,300万円
50億7,700万円

56億200万円
47億2,900万円

76億7,200万円
42億7,500万円

75億7,700万円
39億1,000万円

75億5,100万円
35億7,600万円

77億3,100万円
29億8,100万円

80億1,800万円
22億1,000万円

4億7,500万円 6億9,800万円 2億500万円 1億5,000万円 1億5,000万円 1億5,000万円 1億4,000万円

※税財政課資料から作成 　※地方債現在高は、令和5年度から令和10年度で1.4倍程度まで増加する。
　※積立金現在高は、令和5年度から令和10年度で47％まで減少する。

※町債の残高は、令和10年度がピーク

⑦
普
通
建
設
事
業
実
施
計
画

・
所
管
課
が
今
後
実
施
を
予
定
し
て
い
る

主
な
事
業

⑴
消
防
詰
所
建
替
・
解
体

⑵
庁
舎
建
替

⑶
た
め
池
整
備

⑷
農
業
用
水
路
整
備

⑸
町
道
改
良
整
備

⑹
公
園
整
備

⑺
公
営
住
宅
給
水
管
・
排
水
管
更
新

⑻
公
営
住
宅
駐
車
場
補
修

⑼
学
校
給
食
施
設
整
備

⑽
小
学
校
体
育
館
建
替

⑾
文
化
会
館
屋
根
外
壁
改
修

⑿
図
書
館
屋
根
外
壁
改
修

⒀
南
部
地
区
体
育
館
屋
根
外
壁
改
修

⒁
サ
ン
ビ
レ
ッ
ジ
さ
ざ
屋
根
外
壁
改
修

⒂
社
会
教
育
施
設
・
社
会
体
育
施
設
照
明

L
E
D
改
修

・
物
価
高
騰
や
補
助
、
起
債
制
度
の
変
更

な
ど
も
あ
り
得
る
の
で
、
後
年
度
に
繰

り
延
べ
も
あ
る
。
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令和６年９月定例会　賛 否 表
○ は賛成　× は反対　－ は退席（棄権）

号
番
案
議

議案件名
数
決
評 結

果

淡
田
邦
夫

須
藤
敏
規

橋
本
義
雄

永
安
文
男

阿
部
　
豊

長
谷
川
忠

永
田
勝
美

横
田
博
茂

川
副
　
剛

平
田
康
範

４７

４８

４９

５０

５１

５２

５３

５４

動議

５５

５６

５７

５８

５９

６０

６１

６２

６３

６４

６５

６６

６７

６８

７０

７１
諮問
１号
諮問
２号
諮問
３号

７３

決議
１号

７４
発議
５号

○

○

○

○

○

○

○

○

○

×

○

○

○

○

○

○

○

○
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○

○
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○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

×

○

○

○
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8対1

９対０

8対1

９対０

９対０

９対０

９対０

９対０

９対０

6対3

8対1

９対０

8対1

９対０

９対０

９対０

９対０

8対1

９対０

９対０

９対０

９対０

９対０

９対０

９対０

９対０

９対０

９対０

９対０

8対1

９対０

９対０

９対０

原案可決

原案可決

原案可決

原案可決

原案可決

原案可決

原案可決

原案可決

可決

認定

認定

認定

認定

認定

原案可決

原案可決

原案可決

原案可決

原案可決

原案可決

原案可決

同意

同意

適任決定

適任決定

適任決定

原案可決

原案可決

原案可決

原案可決

原案可決

佐々町鍼灸治療費の助成に関する条例の一部改正の件
佐々町福祉医療費の支給に関する条例の一部改正の件
佐々町国民健康保険条例の一部改正の件
佐々町地域包括支援センターの設置者が遵守すべき基
準に関する条例の一部改正の件
佐々町し尿等前処理施設条例制定の件
佐々町奨学資金貸付基金条例等廃止の件
佐々町羽ばたけ若者人材育成奨学基金条例制定の件
附属機関の設置に関する条例の一部改正の件
「議案第７２号　工事請負変更契約締結の件（令和４年度 佐 町々新庁舎建
設工事）」について新庁舎建設に関する調査特別委員会へ付託する動議
令和５年度 佐々町一般会計歳入歳出決算認定の件
令和５年度 佐々町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定の件
令和５年度 佐々町介護保険特別会計歳入歳出決算認定の件
令和５年度 佐々町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定の件
令和５年度 佐々町国民健康保険診療所特別会計歳入歳出決算認定の件
令和５年度 佐々町水道事業会計利益の処分及び決算認定の件
令和５年度 佐々町公共下水道事業会計利益の処分及び決算認定の件
令和６年度 佐々町一般会計補正予算（第２号）
令和６年度 佐々町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）
令和６年度 佐々町介護保険特別会計補正予算（第１号）
令和６年度 佐々町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）
令和６年度 佐々町国民健康保険診療所特別会計補正予算（第１号）
令和６年度 佐々町水道事業会計補正予算（第１号）
令和６年度 佐々町公共下水道事業会計補正予算（第２号）
佐々町教育委員会委員の任命について同意を求める件
固定資産評価審査委員会委員の選任について同意を求める件
人権擁護委員候補者の推薦に関する件
人権擁護委員候補者の推薦に関する件
人権擁護委員候補者の推薦に関する件
地方財政の充実・強化に関する意見書（案）の提出について
工事請負変更契約締結の件（令和４年度 佐々町新庁舎建設工事）
「議案第７３号　工事請負変更契約締結の件（令和４年
度 佐々町新庁舎建設工事）」に対する附帯決議（案）
令和６年度 佐々町一般会計補正予算（第３号）
新庁舎建設に関する調査特別委員会の廃止について

意見書
１号

淡
田
議
長
は
採
決
に
加
わ
り
ま
せ
ん

可決及び
認定
可決及び
認定
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町政の方針を問う町政の方針を問う3人が
登壇

永田　勝美議員（一問一答） 11

●　子育て支援について
　①　学校給食無償化について
　②　就学援助制度の拡充について
　③　学校体育館への空調設備の導入について

●　防災・減災対策について
　①　避難所の環境改善等について
　②　防災担当専従職員の配置について

●　くらし・福祉の充実に向けて
　①　町民の移動支援改善に向けた取り組み
　　　について
　②　「きこえ」の支援。補聴器購入助成
　　　についての進捗状況を問う

◎一般質問の記事について

◎一　般　質　問　方　法
質問した議員が執筆したものです。

【一括質問・一括答弁】　議員が質問項目すべてを一括して質問。その後、町側がその

　　　　　　　　　　質問項目について、一括して答弁を行います。

【一 問 一 答 方 式】　文字どおり一つの質問項目ごとに、町側から答弁を行います。

議員（一問一答）‥‥‥‥‥‥

‥‥‥‥‥‥

12

　●　独居高齢者について
　●　口石・佐々小学校の新入学児童へ
　　　子育て支援としてのランドセルを無償提供
　　　はできないか

長谷川　忠

議員（一問一答）‥‥‥‥‥‥ 13

●　町有地利活用の考え方について
　①　小浦駅裏旧干拓地のそれぞれの
　　　個別活用について
　②　ライスセンターの現状と今後の動向は
　③　消防出張所裏の活用の具体策は
　④　サンビレッジ北側の土地利用の状況は
　⑤　神田春の山団地跡地の計画と
　　　その進捗状況は
　⑥　原野化している町有財産を
　　　どうみているか
　⑦　利活用計画の考え方とその検討状況は
　⑧　所有権移転登記の問題の進捗は

●　町道の整備について
　①　生活道路及び通学路安全への考えは
　②　防災対策面からの対策は

●　学校給食のあり方について
　①　場所の選定とその検討結果は
　②　財政的に厳しいとのことだが責任への
　　　考えは

永安　文男

佐々地区和牛共進会（10月1日）JA佐々支所



■ 

質　

問　

　

給
食
無
償
化
は
、
子
育
て
支
援

の
一
環
で
あ
り
、
急
激
な
物
価
高

が
続
い
て
い
る
い
ま
こ
そ
、
実
現

す
べ
き
時
で
は
な
い
か
。
あ
わ
せ

て
、
現
行
制
度
で
は
第
１
子
が
中

学
校
を
卒
業
す
る
と
、
第
２
子
３

子
の
新
た
な
負
担
が
生
じ
る
と
い

う
矛
盾
も
出
て
く
る
の
で
は
な
い

か
。
計
画
的
な
改
善
が
必
要
で
は

な
い
か
。

■ 

町　

長　

　

子
育
て
支
援
・
少
子
化
対
策
は

や
は
り
、
国
が
ま
ず
政
策
と
し
て

取
り
扱
う
べ
き
で
は
な
い
か
と
考

え
て
い
ま
す
。
町
と
し
て
無
償
化

を
す
れ
ば
新
た
に
２
５
０
０
万
円

の
財
源
が
必
要
と
な
り
、
小
学
校

ま
で
の
無
償
化
は
き
び
し
い
状
況

で
す
。

■ 

意　

見　

　

防
衛
費
（
軍
事
費
）
が
８
兆
円

を
超
す
中
で
教
育
予
算
は
３
兆
円

台
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、
「
国
待

ち
」
で
は
、
保
護
者
負
担
の
軽
減

は
進
ま
な
い
。
従
来
も
町
が
先
ん

じ
て
取
り
組
む
事
で
、
は
じ
め
て

県
や
国
の
支
援
改
善
が
進
ん
だ
の

で
は
な
い
か
。

■ 

質　

問　

　

体
育
館
へ
の
エ
ア
コ
ン
設
置
は
、

大
変
遅
れ
て
い
る
。
東
京
都
で
は

８
割
以
上
設
置
さ
れ
て
い
る
の
に
、

長
崎
県
は
０
・
４
％
。
子
ど
も
達

の
利
用
に
も
大
き
な
障
害
と
な
っ

て
い
る
。
ど
う
改
善
す
る
の
か
。

■ 

町　

長　

　

体
育
館
へ
の
エ
ア
コ
ン
設
置
は

多
額
の
費
用
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

小
学
校
体
育
館
の
老
朽
化
も
あ
り
、

き
び
し
い
が
、
空
調
設
備
に
つ
い

て
は
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

思
っ
て
い
ま
す
。

■ 

意　

見

　

老
朽
化
も
あ
る
が
、
建
て
替
え

を
待
つ
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
緊

急
防
災
事
業
債
な
ど
の
財
政
措
置

も
活
用
し
て
実
施
す
べ
き
で
は
な

い
か
。

■ 

質　

問

　

難
聴
が
認
知
症
の
引
き
金
と
な

る
と
い
う
調
査
結
果
が
出
さ
れ
て

い
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や
米
国
で
は

難
聴
は
医
療
・
病
気
の
カ
テ
ゴ
リ

ー
と
さ
れ
て
い
る
。
健
康
寿
命
を

延
ば
し
て
い
く
上
で
も
、
補
聴
器

の
正
し
い
普
及
は
重
要
と
考
え
て

い
る
。
費
用
支
援
を
行
う
こ
と
は
、

き
わ
め
て
大
切
な
事
業
で
は
な
い

か
。

■ 

町　

長

　

財
源
は
限
ら
れ
て
い
ま
す
が
、

住
民
の
理
解
も
い
た
だ
き
、（
事
業

開
始
の
）
結
論
を
出
さ
せ
て
い
た

だ
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。　

物価高のいまこそ学校給食無償化を小学校でも！

物価高の中で、収入が増えない家庭が多い中で、いまこそ、無償化を小学校で

も実現すべきではないかと質問しました。

防
災
・
減
災
対
策
に
つ
い

て「
専
従
職
員
配
置
」を

急
ぐ
べ
き
で
は
な
い
か

熱
中
症
厳
重
警
戒
日

今
年
の
夏
は
60
日

体
育
館
へ
の
エ
ア
コ
ン

設
置
は
緊
急
に
必
要

「
き
こ
え
」の
支
援
に
つ

い
て

通
院
・
通
学
交
通
費
の

支
援
に
つ
い
て

　

長
崎
県
下
で
専
従
職
員
の
配

置
が
な
い
の
は
佐
々
町
を
含
め
て

３
町
し
か
な
い
状
況
だ
。
大
規

模
災
害
な
ど
考
え
れ
ば
、
重
要

な
役
割
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、

不
可
欠
の
課
題
で
あ
る
こ
と
を

質
し
ま
し
た
。

　

今
年
の
夏
は
、
熱
中
症
指
数

31
以
上
の
「
厳
重
警
戒
」
の
日

が
60
日
と
な
り
ま
し
た
。
例
年

は
29
日
程
度
で
す
の
で
、
群
を

抜
い
た
猛
暑
で
し
た
。「
体
育
館

へ
の
エ
ア
コ
ン
設
置
は
急
務
と

な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
」
と

質
し
ま
し
た
。

　

全
国
的
に
も
補
聴
器
支
援
の

取
り
組
み
が
急
速
に
広
が
っ
て
い

る
事
を
紹
介
し
、
前
回
に
引
き

続
き
、
検
討
推
進
に
つ
い
て
質
し

ま
し
た
。

　

10
月
か
ら
の
交
通
費
値
上
げ

も
あ
り
、
負
担
が
大
き
く
な
っ
て

い
る
。
近
隣
自
治
体
で
も
行
っ
て

い
る
ス
ク
ー
ル
バ
ス
運
賃
へ
の
支

援
や
、
通
院
交
通
費
へ
の
助
成
に

つ
い
て
質
し
ま
し
た
。

永 田 勝 美

佐々町独自では困難　国・県に働きかけたい

佐々町議会だより　第152号（令和６年12月１日）13



新
入
学
児
童
へ
子
育
て

支
援
と
し
て
、軽
量
ラ

ン
ド
セ
ル
を
無
償
提
供

は
で
き
な
い
か

も
う
少
し
、
検
討
す
る

時
間
が
い
る
の
で
は
な
い

か
と
思
っ
て
い
ま
す

■ 

質　

問　

　

今
年
、
警
察
庁
の
調
査
で
、
１

月
〜
６
月
に
お
い
て
自
宅
で
死
亡

し
た
１
人
暮
ら
し
の
人
は
、
全
国

で
３
万
７
，
２
２
７
人
お
り
、
そ

の
中
、
65
歳
以
上
が
２
万
８
，
３

３
０
人
（
76
・
１
％
）
を
占
め
て

い
る
の
が
分
か
っ
た
。
ま
た
、
全

国
の
警
察
が
取
り
扱
っ
た
遺
体
は

10
万
２
，
９
６
５
体
で
、
全
体
の

４
分
の
１
以
上
が
独
居
の
高
齢
者

だ
っ
た
。

■ 

町　

長

　

本
町
の
65
歳
以
上
の
高
齢
者
は

４
，
０
２
５
名
。
そ
の
う
ち
約
３

割
の
１
，
１
９
８
名
の
方
が
住
民

基
本
台
帳
に
お
け
る
１
人
世
帯
で

す
。
こ
の
中
に
は
、
２
世
帯
住
宅

や
近
隣
に
支
援
す
る
家
族
が
お
ら

れ
る
方
も
含
ま
れ
た
数
字
と
な
っ

て
お
り
ま
す
。

■ 

質　

問

　

孤
独
死
・
孤
立
死
な
ど
の
身
寄

り
の
な
い
方
が
亡
く
な
ら
れ
た
場

合
、
埋
葬
事
例
と
し
て
の
取
り
扱

い
は
。

■ 

住
民
福
祉
課
長

　

病
院
や
自
宅
で
亡
く
な
ら
れ
た
身

寄
り
の
な
い
方
は
、
令
和
元
年
度
〜

３
年
度
に
各
１
名
ず
つ
。
令
和
４
年

度
と
５
年
度
は
各
２
名
ず
つ
で
、
い
ず

れ
も
男
性
の
方
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

■ 

質　

問

　

身
寄
り
が
な
く
孤
独
死
・
孤
立

死
さ
れ
た
方
の
埋
葬
取
り
扱
い
金

額
は
。

■ 

住
民
福
祉
課
長

　

火
葬
料
は
５
万
７
千
円
で
す
が
、

葬
儀
社
が
ご
遺
体
を
病
院
か
ら
葬
儀

場
や
火
葬
場
へ
移
動
す
る
費
用
な
ど

を
含
め
て
、
お
お
む
ね
30
万
円
程
の

費
用
が
か
か
っ
て
い
る
状
況
で
す
。

■ 

質　

問

  

こ
れ
か
ら
迎
え
る
高
齢
社
会
に
お

け
る
対
応
は
。

■ 

町　

長

　

独
居
、
身
寄
り
の
な
い
方
の
把

握
を
地
域
民
生
委
員
、
町
内
会
、

社
会
福
祉
協
議
会
や
多
世
代
包
括

支
援
セ
ン
タ
ー
の
地
区
担
当
者
な

ど
と
連
携
し
、
日
頃
の
見
守
り
や

相
談
体
制
を
行
っ
て
い
ま
す
。
ま

た
、
財
産
の
管
理
や
権
利
擁
護
な

ど
単
身
の
高
齢
者
が
抱
え
る
課
題

に
は
、
成
年
後
見
人
制
度
な
ど
専

門
家
に
つ
な
ぐ
よ
う
に
し
て
い
ま

す
。
身
寄
り
が
な
く
、
亡
く
な
ら

れ
た
後
の
各
種
事
務
手
続
き
な
ど

は
、
厚
生
労
働
省
作
成
の
遺
留
金

等
の
取
り
扱
い
手
引
き
に
従
っ
て

行
っ
て
い
る
状
況
で
す
。

　

　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

■ 

質　

問

　

昨
年
６
月
定
例
会
で
も
質
問
し

た
が
、
教
科
書
の
大
判
化
や
ペ
ー

ジ
の
増
、
タ
ブ
レ
ッ
ト
端
末
の
配

備
な
ど
で
、
ラ
ン
ド
セ
ル
が
重
た

く
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と

考
え
て
い
る
。
重
た
い
ラ
ン
ド
セ

ル
は
、
学
校
に
行
き
た
く
な
く
な

る
要
因
と
な
り
、
不
登
校
に
も
つ

な
が
る
の
で
は
な
い
か
。

■ 

教
育
長

　

通
学
時
の
荷
物
の
軽
減
に
つ
い

て
検
討
し
、
い
わ
ゆ
る
「
置
き

勉
」
を
認
め
て
い
ま
す
。
ま
た
、

タ
ブ
レ
ッ
ト
端
末
に
つ
い
て
は
、

長
期
休
暇
や
必
要
に
応
じ
て
持
ち

帰
ら
せ
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。

　

児
童
生
徒
の
持
ち
物
に
つ
い
て

は
、
今
年
８
月
に
行
っ
た
町
内
校

長
研
修
会
に
お
い
て
も
、
再
度
改

善
を
す
る
よ
う
に
指
導
し
た
と
こ

ろ
で
す
。
荷
物
の
重
さ
が
課
題
と

な
る
小
学
１
〜
２
年
生
の
10
名
ず

つ
の
重
さ
を
９
月
に
計
測
し
た
と

こ
ろ
、
１
年
生
が
５
・
６
㎏
、
２

年
生
が
６
・
３
㎏
で
し
た
。

■ 

質　

問

　

来
春
の
新
入
学
予
定
の
児
童
数

は
、
両
小
学
校
で
現
在
１
４
３
名

と
の
こ
と
で
す
。
「
誰
で
も
住
み

た
く
な
る
町
づ
く
り
」
の
子
育
て

支
援
の
一
環
と
し
て
、
軽
量
ラ
ン

ド
セ
ル
の
無
償
提
供
は
で
き
な
い

か
。

■ 

町　

長

　

ラ
ン
ド
セ
ル
の
軽
量
化
や
低
価

格
化
に
つ
い
て
は
、
近
年
急
速
に

商
品
開
発
が
な
さ
れ
て
お
り
、
機

能
性
に
優
れ
た
リ
ュ
ッ
ク
型
も
多

数
販
売
さ
れ
て
い
る
そ
う
で
す
。

今
年
度
か
ら
先
行
的
に
、
ラ
ン
ド

セ
ル
の
無
償
提
供
を
実
施
し
て
い

る
市
も
あ
る
と
お
聞
き
し
て
い
ま

す
。
町
と
し
て
も
、
今
後
皆
さ
ん

方
と
お
話
し
、
耐
久
性
や
活
用
率

を
見
な
が
ら
、
慎
重
に
検
討
す
る

必
要
が
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。
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本町の独居高齢者数は

人口に占める65歳以上の割合の高齢者化率は、令和6年1月1日現在で、
本県で34.04％。全国で9番目に高く、本町も28.77％でありました。
今後の高齢化社会を迎える現状に対して本町の対応策を質問しました。 長谷川  忠

65歳以上の高齢者4,025名、1人暮らし世帯は1,198名です

小学児童生登校風景



学
校
給
食
セ
ン
タ
ー
の

場
所
選
定
の
検
討
結
果
は

学
校
全
体
の
施
設
整
備

を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る

都
市
計
画
マ
ス
タ
ー
プ

ラ
ン
の
道
路
整
備
の
考

え
方
は

全
体
的
な
予
算
を
検
討
し

な
が
ら
慎
重
な
調
整
を
行
う
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■ 

質　

問

　

昭
和
53
年
に
第
２
次
農
業
構
造

改
善
事
業
で
設
置
さ
れ
50
年
近
く

経
過
し
て
い
る
こ
の
施
設
の
経
過

と
今
後
は
。

■ 

町　

長 
　

こ
れ
ま
で
46
年
間
、
も
み
や
麦

の
乾
燥
・
検
査
、
廃
ビ
ニ
ー
ル
等

の
回
収
場
所
と
し
て
利
用
さ
れ
て

い
ま
す
。
こ
れ
ま
で
統
廃
合
や
建

替
え
が
検
討
さ
れ
ま
し
た
が
、
利

用
し
た
い
と
い
う
要
望
と
農
家
の

生
産
意
欲
低
下
を
防
ぐ
た
め
に
、

現
在
ま
で
継
続
し
運
用
し
て
い
る

と
こ
ろ
で
す
。
農
協
で
方
向
性
の

協
議
を
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
現
在

止
ま
っ
て
い
ま
す
。
今
後
、
農
協

及
び
利
用
さ
れ
て
い
る
農
家
の

方
々
の
意
見
を
聞
き
な
が
ら
検
討

し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

■ 

質　

問　

 

　

町
が
土
地
の
利
活
用
計
画
を
立

て
て
結
論
を
早
く
出
す
よ
う
申
し

入
れ
は
出
来
な
い
か
。

■ 

町　

長

　

利
活
用
の
面
か
ら
も
大
変
重
要

な
場
所
で
あ
り
、
農
協
に
も
申
し

入
れ
を
行
っ
た
経
緯
は
あ
り
ま
す
。

吉
井
の
方
に
新
た
な
ラ
イ
ス
セ
ン

タ
ー
を
つ
く
る
と
い
う
話
も
あ
り

ま
す
が
、
現
在
ま
で
決
ま
ら
な
い

状
況
に
あ
り
ま
す
。
こ
れ
が
解
決

す
れ
ば
、
利
活
用
が
出
来
る
と
思

っ
て
い
ま
す
。

■ 

質　

問

　

サ
ン
ビ
レ
ッ
ジ
北
側
の
広
い
土

地
は
公
園
用
地
で
買
収
し
た
の
で

利
用
を
尊
重
し
な
け
れ
ば
と
町
長

は
言
わ
れ
る
が
、
運
動
公
園
と
し

て
の
考
え
は
い
か
に
。

　

サ
ッ
カ
ー
コ
ー
ト
や
、
今
メ

ジ
ャ
ー
に
な
り
つ
つ
あ
る
ス
ケ
ー

ト
ボ
ー
ド
練
習
場
を
つ
く
る
考
え

は
な
い
か
。

■ 

町　

長

　

町
有
地
活
用
検
討
委
員
会
で
は

具
体
的
な
利
用
計
画
は
出
来
て
い

ま
せ
ん
。
い
ろ
ん
な
手
法
が
あ
る

が
、
そ
れ
は
良
い
ア
イ
デ
ア
と
思

い
ま
す
。
皆
さ
ん
に
楽
し
ん
で
も

ら
え
る
施
設
と
す
る
こ
と
が
大
事

だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　
　■ 

質　

問

　

修
繕
が
必
要
な
狭
く
危
険
な
道
路

が
見
受
け
ら
れ
る
が
整
備
の
考
え
は
。

■ 

町　

長

　

道
路
と
い
う
の
は
点
と
点
を
結

ぶ
大
変
重
要
な
も
の
で
、
整
備
や

新
設
の
重
要
性
は
分
か
っ
て
い
ま

す
。
年
次
的
に
緊
急
度
や
優
先
度

を
考
え
な
が
ら
や
ら
な
け
れ
ば
と

思
っ
て
い
ま
す
。

■ 

質　

問

　

道
路
網
整
備
計
画
書
が
出
来
て

い
る
が
、
そ
れ
を
ど
う
活
用
し
て

い
る
か
。

■ 
町　

長

　

交
通
量
の
多
い
小
浦
地
区
と
中
央

地
区
を
結
ぶ
町
道
の
迂
回
路
と
し
て

は
、
中
央
海
岸
線
と
松
浦
鉄
道
と
の

間
を
通
る
案
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ

を
事
業
実
施
す
る
に
は
難
し
い
と
考

え
て
い
ま
す
。
今
後
全
体
的
な
予
算

を
検
討
し
、
慎
重
な
調
整
を
し
な
が

ら
や
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
思
っ
て
い
ま
す
。

■ 

意　

見

　

通
学
路
の
狭
い
と
こ
ろ
を
修
繕

す
る
道
路
環
境
の
整
備
を
急
ぐ
よ

う
意
見
を
申
し
上
げ
ま
す
。

■ 

質　

問

　

場
所
の
選
定
を
急
ぐ
と
言
わ
れ

て
２
年
経
つ
が
、
協
議
は
ど
う
し

て
い
る
の
か
。

■ 

教
育
長

　

申
し
訳
あ
り
ま
せ
ん
。
候
補
地

の
検
討
を
し
て
き
ま
し
た
が
、

こ
れ
と
い
う
確
定
が
で
き
て
い

ま
せ
ん
。

■ 

町　

長

　

給
食
セ
ン
タ
ー
に
つ
い
て
は
学

校
全
体
の
施
設
整
備
を
検
討
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
状
況
に
あ
り
、

し
ば
ら
く
時
間
を
い
た
だ
き
、
全

体
的
な
見
直
し
を
し
て
い
き
ま
す
。

小浦の町有地にあるライスセンターの今後は

県内の住み心地ランキング１位は佐々町との新聞記事があり、これからも
町民全員で住みよいまちづくりに力を注いでいきたいとの思いから、貴重
な町民の財産である町有地の利活用、地域活性化に重要な道路整備の取組
み、学校給食センター整備事業の検討状況について質問しました。

農協と利用している農家の意見を聞いて検討

永 安 文 男

↑ライスセンター

サンビレッジ北部町有地

←ライスセンター裏



③議員の報酬、手当はいくらもらえるの？
　議員の報酬は259,000円の月額報酬のほか、６月と12月に期末手当が支給されます。（令和
５年度の期末手当支給実績は、６月が「月額報酬×加算率1.25×165／100」、12月が「月額
報酬×加算率1.25×175／100」（人事院勧告に伴う0.1月分の引き上げ分を含む。）
　また、委員会に出席したときは、日額2,000円が支給されます。そのほか、公務による会議
や研修に参加した場合に、交通費、日当（場所により日当が出ない場合もあります。）が支
給されます。

④保険や年金はあるの？
　議員としての社会保険はありませんので、今現在、ご自身が加入されている職場の社会保
険や国民健康保険などに入っていただくことになります。
　また、議員年金もありませんので、職場の厚生年金や国民年金等をお支払いの方は、引き
続き現在加入の年金に入っていただくことになります。

⑤役場の仕事（請負）はできないの？
　令和４年12月に改正された地方自治法により、本町条例（佐々町政治倫理条例）も改正
し、これまで禁止されていた議員個人と町の請負が、年間300万円まで可能となりました。
なお、請負の実績があった場合は、翌年度に町のホームページにおいて公表します。

⑥会議には必ず出席しなければならないの？
　佐々町議会会議規則では、欠席届の理由として「出産、育
児、看護、介護」などの理由のため出席できない場合は、理
由を付けて議長に届けることが規定されています。また、女
性の出産については「出産予定日の６週間前から当該出産の
日後８週間を経過する日まで」をあらかじめ議長に届け出す
ることができます。なお、この期間の議員報酬は減額されま
せん。
　
次号は『議会のギモン（選挙に立候補するためには）』（予定）です。

①議員の仕事ってどういうことをするの？
　議員の仕事は大きく分けて「議会活動」「議員活動」「その他の個人活動」に分けることが
できます。
　議会活動は、議員が議会の一員として行う最も中心的な仕事です。例えば、本会議や各委
員会などの出席、各種会議、研修への参加などです。
　議員活動は、議会活動を行うために必要な日常の活動や、議員として地域・町民から期待
される役割です。議員個人で活動量に違いがあります。
　その他の個人活動は、議会・議員の仕事とは切り離して考えるものです。

②議会の役割は？
　議会の役割は、一般的に「議決機能」「監視機能」「提案機能」の３つがあると言われています。
　議決機能は、町長から提出される条例や予算、決算等の議決を
することです。
　監視機能は、町長が行う行政が適正に執行されているかを監視
することです。
　提案機能は、町民の意見を代表して行政に反映させるために提
案することです。
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●令和５年（令和５年１月～12月）の議会活動実績

来年は町議会選挙
令和７年６月は改選（町議会議員選挙）が予定されています

   会  議  等
本会議
会期（※1）
委員会（※2）
研修・会議等

日数・回数
15日
45日
70日
20回

注）本会議日数、会期日数は臨時会も含みます。
※１）議会が会議を行う期間（開会日から閉会日ま
　　　で）のことです。
　　　土、日、祝日も含んで数えます。
※２）常任委員会（総務厚生・産業建設文教・議会広
　　　報）、議会運営委員会、特別委員会の延べ日数
　　　の合計です。

　来年の６月には町議会議員選挙が予定されています。そこで、
町議会議員となって、これからの佐々町の未来を一緒になって
考えていただくきっかけになることを願い、次号の２回にわたって
『議会のギモン』を紹介していきます。

特集 第１回

～議会のギモン（議会の基本的なこと）～



③議員の報酬、手当はいくらもらえるの？
　議員の報酬は259,000円の月額報酬のほか、６月と12月に期末手当が支給されます。（令和
５年度の期末手当支給実績は、６月が「月額報酬×加算率1.25×165／100」、12月が「月額
報酬×加算率1.25×175／100」（人事院勧告に伴う0.1月分の引き上げ分を含む。）
　また、委員会に出席したときは、日額2,000円が支給されます。そのほか、公務による会議
や研修に参加した場合に、交通費、日当（場所により日当が出ない場合もあります。）が支
給されます。

④保険や年金はあるの？
　議員としての社会保険はありませんので、今現在、ご自身が加入されている職場の社会保
険や国民健康保険などに入っていただくことになります。
　また、議員年金もありませんので、職場の厚生年金や国民年金等をお支払いの方は、引き
続き現在加入の年金に入っていただくことになります。

⑤役場の仕事（請負）はできないの？
　令和４年12月に改正された地方自治法により、本町条例（佐々町政治倫理条例）も改正
し、これまで禁止されていた議員個人と町の請負が、年間300万円まで可能となりました。
なお、請負の実績があった場合は、翌年度に町のホームページにおいて公表します。

⑥会議には必ず出席しなければならないの？
　佐々町議会会議規則では、欠席届の理由として「出産、育
児、看護、介護」などの理由のため出席できない場合は、理
由を付けて議長に届けることが規定されています。また、女
性の出産については「出産予定日の６週間前から当該出産の
日後８週間を経過する日まで」をあらかじめ議長に届け出す
ることができます。なお、この期間の議員報酬は減額されま
せん。
　
次号は『議会のギモン（選挙に立候補するためには）』（予定）です。

①議員の仕事ってどういうことをするの？
　議員の仕事は大きく分けて「議会活動」「議員活動」「その他の個人活動」に分けることが
できます。
　議会活動は、議員が議会の一員として行う最も中心的な仕事です。例えば、本会議や各委
員会などの出席、各種会議、研修への参加などです。
　議員活動は、議会活動を行うために必要な日常の活動や、議員として地域・町民から期待
される役割です。議員個人で活動量に違いがあります。
　その他の個人活動は、議会・議員の仕事とは切り離して考えるものです。

②議会の役割は？
　議会の役割は、一般的に「議決機能」「監視機能」「提案機能」の３つがあると言われています。
　議決機能は、町長から提出される条例や予算、決算等の議決を
することです。
　監視機能は、町長が行う行政が適正に執行されているかを監視
することです。
　提案機能は、町民の意見を代表して行政に反映させるために提
案することです。
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●議員の報酬等

議　　　長
副　議　長
委　員　長
議　　　員

※人事院勧告に伴う 0.1 月分の引き上げ分を含む。

320,000円
272,000円
267,000円
259,000円

639,375円
513,562円
484,687円
466,125円

678,125円
544,687円
514,062円
494,375円

515万円
432万円
420万円
406万円

報　酬（月額）
（参考）令和５年実績

年間支給額（概算）
６月期末手当 12月期末手当（※）



９
月
４
日
（
月
）

【
所
管
事
務
調
査
】

１
．
条
例
等
に
つ
い
て

①
佐
々
町
職
員
等
の
旅
費
に

　

関
す
る
条
例
の
一
部
改
正

　

に
つ
い
て

○
需
要
が
多
い
日
の
宿
泊
費

　

高
騰
等
に
対
応
す
る
。

②
佐
々
町
税
条
例
の
一
部
改

　

正
に
つ
い
て

○
軽
自
動
車
税
・
固
定
資
産

　

税
の
納
期
の
改
正
お
よ
び
、

　

身
体
障
害
者
等
の
種
別
割

　

減
免
規
定
を
整
備
す
る
も

　

の
。

【
そ
の
他
報
告
】

①
町
有
地
の
売
却
に
つ
い
て

　

左
記
の
報
告
を
受
け
た
。

 

対
象
物
件

　

旧
国
鉄
臼
ノ
浦
線
の
跡
地

　

の
一
部
５
２
７
・
９
１
平

　

米

 

売
却
相
手
方

（
株
）
エ
ネ
サ
ン
ス
九
州

 

売
却
後
の
用
途　

　

社
屋
用
地

 

売
却
価
格

　

１
２
，８
８
９
，７
１
８
円

 

契
約
日　

令
和
５
年
５
月

②
西
九
州
自
動
車
道
４
車
線

　

化
工
事
に
伴
う
町
有
地
貸

　

付
け
に
つ
い
て

○
サ
ン
ビ
レ
ッ
ジ
北
側
町
有

　

地
の
Ｎ
Ｅ
Ｘ
Ｃ
Ｏ
西
日
本

　

へ
の
貸
付
期
間
を
令
和
５

　

年
９
月
末
ま
で
、
半
年
間

　

短
縮
す
る
。

③
幼
保
小
連
携
推
進
事
業
に

　

つ
い
て

　

住
民
福
祉
課
か
ら
、
概
要

　

の
報
告
を
受
け
た
。

○
令
和
５
年
度
幼
保
小
連
携

　

推
進
事
業
研
究
に
、
県
の

　

委
託
を
受
け
る
形
で
取
り

　

組
む
。
委
託
料
は
17
万
円
。

　

町
内
の
保
育
園･

小
学
校

　

全
体
が
協
力
主
体
と
な
る
。

○
関
連
し
て
、
以
下
の
報
告

　

を
受
け
た
。

　

医
療
的
ケ
ア
児
が
９
月
か

　

ら
１
名
増
加
と
な
り
、
対

　

応
と
し
て
、
10
月
か
ら
看

　

護
師
の
体
制
充
実
を
は
か

　

る
。

９
月
６
日
（
水
）

【
所
管
事
務
調
査
】

１
．
そ
の
他
緊
急
を
要
す
る

　

事
案
に
つ
い
て

①
新
庁
舎
電
話
交
換
設
備
整

　

備
に
つ
い
て

○
電
話
交
換
機
を
イ
ン
タ
ー

　

ネ
ッ
ト
上
の
ク
ラ
ウ
ド
の

　

も
の
に
変
え
る
。

○
各
机
に
設
置
し
て
い
た
、

　

電
話
機
を
公
用
ス
マ
ー
ト

　

フ
ォ
ン
に
変
え
、
全
職
員

　

に
携
帯
さ
せ
る
。

○
利
便
性
向
上
に
つ
な
が
る

　

点

　•

公
用
ス
マ
ホ
で
発
着
信

　
　

が
可
能
と
な
る
。

　•

固
定
電
話
も
若
干
残
す

　
　

こ
と
に
な
り
、
公
用
ス

　
　

マ
ホ
へ
転
送
が
可
能
。

　•

公
用
ス
マ
ホ
と
固
定
電

　
　

話
間
の
内
線
通
話
も
可

　
　

能
と
な
る
。

　•

庁
舎
外
で
も
各
種
の
機

　
　

能
が
使
え
る
。

○
費
用
面
の
検
討

　

従
来
の
電
話
交
換
機
の
耐

　

用
年
数
が
概
ね
10
年
程
度

　

の
た
め
、
10
年
間
で
比
較

（
従
来
方
式
）

　

７
，
４
４
０
万
円

（
新
提
案
方
式
）

　

７
，
１
９
０
万
円

８
月
25
日
（
金
）

　
【
所
管
事
務
調
査
】

１.

学
校
・
社
会
教
育
及
び

　

整
備
に
つ
い
て

①
校
内
情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

　

シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て

　
　

児
童
生
徒
・
教
師
用
ノ

　

ー
ト
パ
ソ
コ
ン(

タ
ブ
レ

　

ッ
ト)

の
通
信
環
境
改
善

　

に
係
る
Ｉ
Ｃ
Ｔ
関
連
機
器

　

等
の
更
新
。

２.

入
札
制
度
に
つ
い
て　

　
　

県
内
自
治
体
の
入
札
制

　

度
に
つ
い
て
、
比
較
調
査

　

結
果
の
報
告
を
受
け
た
。

　
３.

条
例
等
に
つ
い
て

①
附
属
機
関
の
設
置
に
関
す

　

る
条
例
の
一
部
改
正
に
つ

　

い
て

　
　

佐
々
町
子
ど
も
読
書
活

　

動
推
進
計
画
策
定
委
員
会

　

及
び
、
国
民
文
化
祭
、
全

　

国
障
害
者
芸
術
・
文
化
祭

　

佐
々
町
実
行
委
員
会
の
設

　

置
に
あ
た
り
、
条
例
改
正

　

を
行
い
た
い
と
の
説
明
。

４.

そ
の
他
緊
急
を
要
す
る

　

事
案
に
つ
い
て　
　

　
①
佐
々
駅
舎
交
流
セ
ン
タ

　
　

ー
に
つ
い
て

　
　

佐
々
駅
舎
交
流
セ
ン
タ

　

ー
の
施
設
管
理
・
運
営
に

　

つ
い
て
、
佐
々
町
観
光
協

　

会
を
指
定
管
理
者
の
候
補

　

者
と
し
て
組
み
立
て
て
き

　

た
が
、
常
勤
の
職
員
が
い

　

な
い
こ
と
も
あ
り
、
当
面

　

は
町
が
管
理
す
る
こ
と
に

　

し
て
い
る
。
ま
た
、
地
域

　

お
こ
し
協
力
隊
や
テ
ナ
ン

　

ト
の
募
集
を
行
っ
た
が
応

　

募
が
な
く
、
現
在
の
状
況

　

に
至
っ
て
い
る
。
今
後
、

　

指
定
管
理
者
制
度
と
テ
ナ

　

ン
ト
の
方
向
性
に
つ
い
て
、

　

委
員
の
意
見
を
頂
き
た
い

　

旨
の
説
明
。

　

■
派
遣
地　
　

　

松
浦
市
文
化
会
館　

ゆ
め
ホ
ー
ル

■
派
遣
期
間　

　

令
和
６
年
１
月
14
日（
日
）１
日
間

■
派
遣
議
員

　

８
名

■
内
容　

　

西
九
州
自
動
車
道
の
建
設
促
進

の
た
め
、関
係
団
体（
者
）等
が
一
堂

に
会
し
、
団
結
、
経
過
報
告
を
受
け
、

決
議
を
採
択

■
派
遣
地

　

川
棚
町
公
会
堂

■
派
遣
期
間

　

令
和
６
年
１
月
27
日
（
土
）
１
日

間■
派
遣
議
員　

　

10
名

■
内
容　
　
　

　

東
彼
杵
道
路
の
建
設
促
進
の
た

め
、関
係
団
体（
者
）等
が
一
堂
に
会

し
、団
結
、経
過
報
告
を
受
け
、決
議

を
採
択

東
彼
杵
道
路
建
設
促
進
大
会

次
回
定
例
会
の
傍
聴
ご
案
内

６
月
を
予
定
し
て
い
ま
す
。日
程
に
つ
い
て
は
、
広
報
無
線
、
佐
々
町

公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

３
月
定
例
会
の
傍
聴
者
数
は
18
人
で
し
た
。

■
開
催
日　

　
　
　
　

令
和
6
年
8
月
22
日（
木
）

■
会
場　

長
崎
県
市
町
村
会
館　

　
　
　
　

６
階
大
会
議
室

■
講
演　
「
地
方
議
会
に
お
け
る
委

　
　
　
　

員
会
制
度
と
そ
の
運
営

　
　
　
　

に
つ
い
て
」

　

講
師　

鵜
沼　

信
二　

氏

〇　

研
修
内
容

⑴　

委
員
会
制
度
の
趣
旨
・
目
的

〇
審
議
の
充
実
と
効
率
化
、
運
営

　

の
柔
軟
性
の
確
保
と
し
、
多
様

　

化
す
る
行
政
需
要
に
対
応
出
来

　

る
審
査
の
充
実
を
は
か
り
、
本

　

会
議
の
形
式
・
形
骸
化
を
補
填
、

　

審
議
手
続
き
の
緩
和
と
討
議
の

　

実
質
化
を
実
施
。
ま
た
、
議
会

　

に
お
け
る
監
視
の
実
現
、
閉
会

　

中
の
議
会
活
動
（
所
管
事
務
調

　

査
）
な
ど
を
行
う
。

⑵　

委
員
長
の
役
割

〇
委
員
会
の
円
滑
か
つ
積
極
的
な

　

審
査
の
確
保
を
し
、審
査
の
手
順
、

　

一
般
的
な
運
営
原
則
の
習
得
と

　

事
務
局
の
ア
ド
バ
イ
ス
受
け
入

　

れ
る
。
ま
た
、
単
に
発
言
の
許

　

可
を
す
る
だ
け
で
な
く
、
質
疑

　

を
深
め
る
た
め
の
論
点
整
理
な

　

ど
も
必
要
で
あ
る
。

〇
研
修
を
受
け
、
委
員
会
は
本
会

　

議
よ
り
も
自
由
度
が
高
い
こ
と

　

か
ら
、
審
議
を
効
率
化
・
充
実

　

化
さ
せ
、
住
民
に
と
っ
て
最
善

　

の
政
策
を
選
択
す
る
た
め
に
は
、

　

委
員
会
の
役
割
が
大
き
い
と
感

　

じ
た
。

研

修

報

告

委
員
長
研
修
会

長
崎
県
町
村
議
会
議
長
会
主
催
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◎
西
九
州
自
動
車
道
建
設
促
進
協
議
会
は
、
伊
万
里
・
平
戸
・
松
浦
・
佐
世
保
市

議
会
・
佐
々
町
議
会
（
４
市
１
町
）
の
議
員
が
集
い
、
当
地
域
に
と
っ
て
命
の

道
の
役
割
を
果
た
す
高
規
格
道
路
の
必
要
性
、
早
期
完
成
と
事
業
の
促
進
を
も

と
め
、
各
担
当
部
署
に
要
望
し
て
い
ま
す
。

令
和
６
年
８
月
５
日
（
月
）

佐
賀
・
長
崎
要
望
活
動

①　

佐
賀
県
知
事
【
佐
賀
市
町
会
館
】

②　

佐
賀
県
議
会
議
長
【
佐
賀
県
庁
】

③　

佐
賀
国
道
事
務
所
長

　
　
【
佐
賀
国
道
事
務
所
】

④　

長
崎
県
知
事
【
長
崎
県
庁
】

⑤　

長
崎
県
議
会
議
長
【
長
崎
県
庁
】

⑥　

長
崎
河
川
国
道
事
務
所
長

　
　
【
長
崎
河
川
国
道
事
務
所
】

令
和
６
年
10
月
23
日
（
水
）

国
土
交
通
省　

九
州
地
方
整
備
局
要
望
活
動

　
　

九
州
地
方
整
備
局
長
【
国
土
交
通
省　

九
州
地
方
整
備
局
】

西
九
州
自
動
車
道
建
設
促
進
協
議
会 

要
望
活
動左：九州地方整備局　三保木道路部長

右：佐世保市議会　松尾会長
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私
は
８
月
19
日
か
ら

30
日
ま
で
の
約
２
週
間
、

佐
々
町
議
会
事
務
局
で

の
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ

に
参
加
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
し
た
。

　
主
な
業
務
の
内
容
と
し

て
は
、
会
議
録
の
反
訳
、

各
種
会
議
準
備
、
例
月
現

金
出
納
検
査
補
助
、
議
員

の
方
々
へ
の
給
仕
な
ど
を

行
い
、
実
際
に
会
議
に
も

参
加
し
、
議
論
の
様
子
を

見
学
す
る
と
い
う
貴
重
な

機
会
も
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　
分
か
ら
な
い
こ
と
が
多

い
中
で
、
丁
寧
に
優
し
く

ご
指
導
し
て
い
た
だ
き
、

実
際
の
役
場
の
業
務
に
つ

い
て
知
り
、
役
場
で
働
く

こ
と
の
イ
メ
ー
ジ
を
持
つ

こ
と
が
出
来
ま
し
た
。

　
議
会
事
務
局
の
職
員
の

「
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
を
通
し
て
」

　
　
　
長
崎
県
立
大
学
３
年　

中　
村　
香　
太

　

佐
々
町
の
学
校
給
食
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、

調
理
の
際
の
ア
レ
ル
ギ
ー
対
応
や
衛
生
管
理

等
の
課
題
に
対
し
、
給
食
セ
ン
タ
ー
方
式
が

望
ま
し
い
と
い
う
審
議
会
の
答
申
を
受
け
、

専
門
部
会
で
の
議
論
で
の
議
論
を
重
ね
る
事

お
よ
そ
９
年
、
未
だ
場
所
の
選
定
す
ら
見
通

せ
ず
膠
着
状
態
に
陥
っ
て
い
る
由
。

　

場
所
の
選
定
に
あ
っ
て
は
、
い
わ
ば
「
で

き
な
い
探
し
」
に
終
始
し
て
い
る
感
は
否
め

ず
、
議
論
の
内
容
か
ら
は
、
関
係
者
の
当
事

者
意
識
や
本
気
度
は
感
じ
ら
れ
ま
せ
ん
。
町

内
に
は
長
期
間
利
活
用
を
怠
り
塩
漬
け
に

な
っ
て
い
る
広
大
な
遊
休
町
有
地
が
、
至
る

所
に
存
在
し
て
い
る
に
も
拘
わ
ら
ず
不
可
解

で
す
。

　

給
食
セ
ン
タ
ー
方
式
に
よ
り
、
児
童
生
徒

の
食
の
安
全
安
心
を
担
保
す
る
と
い
う
、
方

針
決
定
が
な
さ
れ
た
の
で
あ
れ
ば
、
も
っ
と

真
剣
に
私
事
と
し
て
議
論
し
、
早
急
に
前
に

進
め
る
べ
き
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

町民の皆様からよせられた

※原文のママ掲載しています。
 「声」ご意見 !!

先
の
見
え
な
い

　
　
　    

給
食
セ
ン
タ
ー

平
野
免　

藤
永　
　

諭

皆
様
は
、
議
会
を
円
滑
に

運
営
す
る
た
め
に
様
々
な

業
務
に
取
り
組
ま
れ
て
お

り
、
そ
の
仕
事
に
短
い
間

で
し
た
が
携
わ
ら
せ
て
い

た
だ
く
と
い
う
貴
重
な
経

験
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
、

大
変
勉
強
に
な
り
ま
し
た
。

　
こ
の
二
週
間
を
通
し
て
、

議
員
の
皆
様
を
は
じ
め
、

議
会
事
務
局
、
役
場
職
員

の
皆
様
な
ど
多
く
の
方
々

に
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
。

ご
多
忙
の
中
ご
指
導
い
た

だ
き
、
本
当
に
あ
り
が
と

う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　
今
回
の
イ
ン
タ
ー
ン

シ
ッ
プ
で
学
ん
だ
こ
と
を

今
後
の
自
分
へ
と
活
か
す

こ
と
が
で
き
る
よ
う
頑

張
っ
て
い
き
た
い
と
思
い

ま
す
。
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記
後
集
編

▼
合
併
の
住
民
発
議
で
住
民
投
票

の
結
果
、
単
独
町
政
を
選
択
し

て
か
ら
15
年
を
経
過
し
よ
う
と

し
て
い
る
。

▼
本
町
は
住
民
も
１
万
３
千
人
余

り
を
維
持
し
、
住
み
や
す
い
町

と
の
意
見
も
聞
く
。

　

平
成
23
年
９
月
西
九
州
自
動
車

道
佐
々
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
の

供
用
開
始
で
、
交
通
ア
ク
セ
ス

は
良
く
な
っ
た
感
は
す
る
。

▼
令
和
２
年
３
月
佐
賀
県
の
自
治

体
を
含
む
12
市
町
で
形
成
し
た

「
西
九
州
さ
せ
ぼ
広
域
都
市
圏
」

に
参
加
し
た
。
ど
の
様
に
豊
か

に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

▼
防
災
施
設
の
拠
点
と
し
た
庁
舎

の
建
設
、
ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー

の
改
修
及
び
し
尿
の
前
処
理
施

設
建
設
と
い
っ
た
イ
ン
フ
ラ
施

設
が
完
成
ま
じ
か
で
あ
る
。

▼
こ
れ
か
ら
限
ら
れ
た
財
源
の
中

で
何
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
か
。
何
が
で
き
る
の
か
。

　

人
間
の
欲
に
は
限
り
が
な
い
。

三
食
食
べ
る
の
で
精
い
っ
ぱ
い

と
の
時
代
の
こ
と
を
思
い
出
す
。

▼
先
輩
の
言
葉
が
思
い
出
さ
れ
る
。

佐
々
町
団
旗
を
守
る
こ
と
。

　

安
心
、
安
全
で
暮
ら
せ
る
町
で

あ
っ
て
ほ
し
い
も
の
で
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　

須
藤　

敏
規
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誌
日
会
議

【
７
月
】

２
日　

新
庁
舎
建
設
に
関
す
る
調
査
特
別

委
員
会

４
日　

４
市
１
町
西
九
州
自
動
車
道
建
設

促
進
協
議
会
理
事
会

５
日　

議
会
広
報
委
員
会

11
日　

全
員
協
議
会

12
日　

議
会
広
報
委
員
会

17
日　

４
市
１
町
西
九
州
自
動
車
道
建
設

促
進
協
議
会
総
会

18
日　

議
会
広
報
委
員
会

22
日　

議
会
広
報
委
員
会

23
日　

松
浦
鉄
道
自
治
体
連
絡
協
議
会
総
会

【
８
月
】

５
日　

４
市
１
町
西
九
州
自
動
車
道
建
設

促
進
協
議
会
要
望
活
動

　
　
　
（
佐
賀
県
知
事
・
佐
賀
県
議
会
議
長
・

佐
賀
国
道
事
務
所
長
・
長
崎
県
知

事
・
長
崎
県
議
会
議
長
・
長
崎
河

川
国
道
事
務
所
長
）

19
日　

産
業
建
設
文
教
委
員
会

20
日　

総
務
厚
生
委
員
会

22
日　

委
員
長
研
修
会
（
長
崎
県
市
町
村

会
館
）

23
日　

長
崎
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連

合
議
会
定
例
会

27
日　

地
元
選
出
国
会
議
員
へ
の
要
望
活

動
（
東
京
）

29
日　

全
員
協
議
会

【
９
月
】　

９
日　

新
庁
舎
建
設
に
関
す
る
調
査
特
別

委
員
会

10
日　

議
会
運
営
委
員
会
・
議
会
広
報
委

員
会

18
日　

議
会
運
営
委
員
会

　
　
　

９
月
定
例
会
（
１
日
目
）

　
　
　

決
算
審
査
特
別
委
員
会
（
第
１
回
）

19
日　

９
月
定
例
会
（
２
日
目
）

20
日　

９
月
定
例
会
（
３
日
目
）

24
日　

決
算
審
査
特
別
委
員
会
（
第
２
回
）

25
日　

決
算
審
査
特
別
委
員
会
（
第
３
回
）

26
日　

決
算
審
査
特
別
委
員
会
（
第
４
回
）

27
日　

決
算
審
査
特
別
委
員
会
（
第
５
回
）

【
10
月
】

１
日　

新
庁
舎
建
設
に
関
す
る
調
査
特
別

委
員
会

３
日　

議
会
運
営
委
員
会

　
　
　

９
月
定
例
会
（
４
日
目
）

４
日　

決
算
審
査
特
別
委
員
会
（
第
６
回
）

10
日　

議
会
広
報
研
修
会
（
長
崎
県
市
町

村
会
館
）

15
日　

９
月
定
例
会
（
５
日
目
）

　
　
　

新
庁
舎
建
設
に
関
す
る
調
査
特
別

委
員
会
・
議
会
運
営
委
員
会　
　

23
日　

４
市
１
町
西
九
州
自
動
車
道
建
設

促
進
協
議
会
要
望
活
動
（
九
州
地

方
整
備
局
長
）

次回定例会の傍聴ご案内

9月定例会の傍聴者数は10人でした。

12月を予定しています。日程について

は、広報無線、佐々町公式ホームページ

でお知らせします。
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